
 

≪独立社外取締役の独立性判断基準≫ 

 

東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件（東京証券取引所「上場管理

等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２）を基準に、社外取締役の個々の属

性を踏まえ、実質的に当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、

一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立

性を判断しております。 

 


